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自己資本の充実（自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示）

C  o  n  t  e  n  t  s

　当行は、銀行法施行規則（1982年大蔵省令第10号）第19条
の2第1項第5号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等に
ついて金融庁長官が別に定める事項（自己資本比率規制の第3の
柱（市場規律））として、中間事業年度の開示事項を、本資料で
開示しております。
　自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がそ
の保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるか
どうかを判断するための基準（2006年金融庁告示第19号。以下
「自己資本比率告示」という。）に定められた算式に基づき、算
出しております。
　また、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセット
の算出においては基礎的内部格付手法（注）を採用しておりま
す。

(注) 基礎的内部格付手法とは、所定の算式に、銀行が推計した入
力変数（パラメータ）を代入することで信用リスク・アセットを
算出する方法のことです。
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